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○ ＪＡＳ法に基づき、生鮮水産物には、平成１２年に名称、原産地のほか、養殖や解凍についての表示を
義務づけ。

○ ＪＡＳ法に基づき、水産加工食品には、平成１２年に他の加工食品同様、名称、原材料名、賞味（消費）
期限等の表示を義務づけたほか、平成１４年にあじ・さばの塩干品など一部の品目について原料原産地
表示を義務づけ、さらに、平成１６年９月に対象品目を拡大（平成１８年１０月から義務化）。

○ また、平成１７年から外食の原産地表示ガイドラインにより、外食店舗での食材の原材料名や原産地の
自主的な表示が開始。

■ ＪＡＳ法による生鮮水産物の義務表示事項
① 名称の表示方法

・その内容を表す一般的な名称を記載。

② 原産地の表示方法

国産品 輸入品

・水域名又は地域名（主たる養殖場が属する都道府県名 ・原産国名を記載（水域名を併記することができる ）。
をいう ）を記載。水域名の記載が困難な場合は水揚港名。

。又は水揚港が属する都道府県名を記載することができる

③ 解凍、養殖の表示

「解凍」表示 「養殖」表示

・冷凍したものを解凍したものである場合には「解凍」 ・ 養殖」とは、幼魚等の重量の増加又は品質の向上を「
と記載。 図ることを目的として、出荷するまでの間、給餌するこ

とにより育成することをいう。
・養殖されたものである場合には「養殖」と記載。

■ ＪＡＳ法による水産加工食品の義務表示事項
① 一括表示事項

・名称、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法、製造業者等の氏名又は名称及び住所

② 原料原産地の主な表示方法

国産品 輸入品

・国産である旨を記載 生産した水域の名称 水揚港名 ・原産国名を記載（水域名を併記することができる ）（ 、 、 。
水揚港又は主な養殖場が属する都道府県名を記載する
ことができる ）。

水産物の表示制度の現状と課題
１．水産物の表示制度の概要
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○ 名称表示を求める法令やガイドラインでは、具体的な方法は示されておらず関係事業者が品目毎に
その内容を表す一般的な名称を個別に判断する必要がある。

○ 魚介類は、輸入の多様化や同一魚でも地域や成長段階により呼称が異なるなど特有の事情があるこ
とから、事業者の個別判断の手間を軽減するため、水産庁は、名称表示のルールや具体例を示した
魚介類の名称ガイドラインを平成１５年に公表。

○ 同ガイドラインは、中間的な取りまとめであり、運用状況や流通実態の変化等を踏まえ、必要な見直し
を行っていく必要があるとされていたところ。

① 魚介類の名称の一般ルール

・ 種」による品質や価格の違い、消費者にとっての情報の重要性から 「種名 （標準和名）を記載する「 、 」
ことを原則とする。
・他方、馴染みのない名称の使用により消費者が混乱しないよう、属名、科名、広く一般に使用されてい
る呼称等を勘案し、魚介類の内容を的確に表し一般に理解される名称がある場合は、標準和名に代えてそ
の名称を記載できる。

② 成長名等の使用

・成長段階や季節に応じた名称がある魚介類については、その名称が内容を表すものとして一般に理解さ
れるものである場合は記載できる。
・地方名がある魚介類は、その地方名が一般に理解される地域においては記載できる。ただし、地元地域
以外でも販売される場合は、消費者がその魚介類の種を識別できるよう、地方名に標準和名を併記する。

③ 外来種の名称

・消費者に優良誤認を生じさせないよう、魚介類の名称の一般ルールに従ってその内容を最も的確に表し
一般に理解される名称を記載する。

２．魚介類の名称ガイドラインの現状と課題

（１） ガイドラインの概要
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○ ガイドライン運用開始後も、流通・小売関係者等から具体的な名称例についての問い合わせが継

続しており、関係業界において一定の役割を果たしていると考えられる。
○ 問い合わせの中には、現行ガイドラインで具体例を明示していない魚介類の名称も多くあり、これら

については、個別の水産物の生物学的特性を考慮しながら、水産庁担当部局より回答している状況。

■ 問い合わせに対する回答の事例（社会的関心を招いたものを中心として）

① タラバガニとアブラガニ（優良誤認防止のため、標準和名の使用がよいとした例）

（問 「アブラガニ」という名称 （答）この２種は、産地では別物 （関連事項）優良誤認としてマス）
は必ずしも一般的に知られてい として取り扱われ価格差もあるこ コミ報道で問題視。アブラガニを
ないが、タラバガニと使い分け とから、ガイドラインで例示した 「タラバガニ」と表示した業者に

、 。なければいけないのか。 通りそれぞれの標準和名で表示さ 対し 公正取引委員会が排除命令
れたい。 同命令に当たり、名称ガイドライ

ンも判断材料に使用。

② ハマグリ（標準和名ではなく、広く一般に使用されてきた名称の使用でよいとした例）

（問 「ハマグリ」と表示されて （答）ハマグリ類の貝類は、一般 （関連事項）種毎の表示をすべき）
いる貝の多くは標準和名「チョ には古来よりハマグリとして同一 とする一部ＮＰＯ団体の意見がマ
ウセンハマグリ」や「シナハマ の貝と認識されており、種毎に区 スコミ報道されたが、左記の事情
グリ」であるが、これを「ハマ 別して表示することは困難、かつ により「ハマグリ」との表示が定
グリ」と表示していることは名 必要性もないことから ハマグリ 着している。、「 」
称ガイドラインに照らして問題 の表示で問題はない。名称ガイド
はないか。 ラインは、全ての生物に種毎の標

準和名表示を求めているものでは
ない。

（２） ガイドラインの運用状況
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③ 輸入シシャモ（輸入魚について、現地で使用されている名称より標準和名の使用がよいとした例）

（問）輸入シシャモは、現地で （答）本種はかつて樺太周辺でも （関連事項）従来は、輸入シシャ
はカペリンと呼ばれており、こ 漁獲されていたことから１９３０ モも「シシャモ」との名称を使用
れを表示すべきではないか。標 年代に既に「カラフトシシャモ」 することが一般的であったが、国
準和名である「カラフトシシャ との名称が記載されており、英語 産シシャモとは品質、価格に差が
モ」の表示は、国産シシャモと のカタカナ表記である カペリン あることから 「カラフトシシャ「 」 、
の優良誤認にならないか。 をあえて優先する必要はなく、標 モ」と表示する動きが広がってい

準和名で表示されたい。 る。

④ 輸入イワシ（輸入魚について、広く一般に使用されている名称の使用でよいとした例）

（問）輸入イワシ類の一種を使 （答）輸入イワシ類は、現地では （関連事項）本件の問い合わせ元
用した缶詰の原材料名の表示は 複数種が「サーディン」と総称さ である缶詰関係業界団体におい
どのようにすればよいのか。現 れており、これを国内で鑑別し種 て 「イワシ」との表示を行うこ、
地では総称して サーディン イ 毎に表示することは困難、かつ必 とを申し合わせている。「 （
ワシの英名 」と呼んでおり、種 要性もないことから、これに対応）
毎に名称を使い分けていない。 する「イワシ」との表示で差し支

えない。

標準和名と一般名称について 種の違いと名称について

生物の種毎に、その分野の研究者によって名 生物の種は、一般にも分かるような形や品質の
付けられた日本語での名称。標準和名は、何ら 違いによって常に分けられているものではなく、
かの手続きを経て認定あるいは決定されるもの 形態や生息域などのわずかな違いから相互に独立
ではなく、研究者から任意に提唱された名称が した（自然界でお互いに交雑しない）別種と判断
研究者間に広まり、さらには一般向けの図鑑等 され、それぞれに標準和名が名付けられている場
でも使用されているものである。 合も少なくない。

一方で、古来より慣習として使用されてきた 例えば 「クロマグロ 「メバチ 「キハダ」、 」、 」、
名称、あるいは流通関係者によって名付けられ といったマグロの種類は、商品として価格差が生
た名称も多くあり、これら一般名称は、①必ず じる程度に形や品質が異なるためそれぞれの標準

。 、しも生物の種毎ではなく、一般人からみて見分 和名が一般名称として広く使用されている 一方
けのつかない種は同じ名称となる、②同じ種類 日本で漁獲されるアンコウは 研究者の間では ア、 「
でも、地方によって名称が異なることあるとい ンコウ 「キアンコウ」の２種類に分けられてい」、
う点が特徴である。 るが、一般には見分けがつかないため両種ともに

「アンコウ」との一般名称が使用されている。 ４



○ 小売店での表示の実態を調査したところ、問題とされていたカラフトシシャモとシシャモ、メロ（ギンムツは
使用しないこと）については統一されている。その他については、魚種により、標準和名だけではなく、一般
的名称を使用している場合が多いが、基本的には、本ガイドラインの一般ルールで想定した一般的名称の
使用であると考えられる。

■主な魚介類における店頭での名称表示状況結果

標準和名 一般名称（地方名）の使用例
ウルメイワシ 6 6 100% 0 0%
マイワシ 8 4 50% 4 50% イワシ、平子
カタクチイワシ 5 3 60% 2 40% セグロ、タレ
キュウリウオ 2 1 50% 1 50% キュウリ
シシャモ 14 14 100% 0 0%
カラフトシシャモ 33 33 100% 0 0%
ワカサギ 1 1 100% 0 0%
マアジ 13 10 77% 3 23% アジ
ムロアジ 4 4 100% 0 0%
マルアジ 4 2 50% 2 50% アオアジ

タイ類 ゴウシュウマダイ 2 0 0% 2 100% マダイ
シルバーワレフー（シルバー） 4 4 100% 0 0%
ブルーワレフー 3 0 0% 3 100% アオヒラス、メダイ
ホワイトワレフー 4 0 0% 4 100% オキメダイ、アオヒラス
マサバ 27 13 48% 14 52% サバ、平サバ
ゴマサバ 9 9 100% 0 0%
タイセイヨウサバ 43 0 0% 43 100% サバ、ノルウェーサバ
アブラガレイ 5 4 80% 1 20% カレイ
カラスガレイ 9 9 100% 0 0%

アナゴ類 マアナゴ 3 1 33% 2 67% アナゴ
アラスカメヌケ 6 3 50% 3 50% アカウオ
アカダラ 2 2 100% 0 0%
メロ（マジェランアイナメ） 5 5 100% 0 0%
タイセイヨウアカウオ 18 0 0% 18 100% アカウオ

シジミ類 ヤマトシジミ 4 2 50% 2 50% シジミ、ベッコウシジミ
コウイカ 4 4 100% 0 0%
ヤリイカ 7 6 86% 1 14% ケンイカ
アカイカ 6 1 17% 5 83% ソデイカ、タルイカ
マダコ 7 5 71% 2 29% タコ
イイダコ 3 3 100% 0 0%
ミズダコ 2 2 100% 0 0%

イボダイ類

タコ類

サバ類

カレイ類

その他の魚類

イカ類

魚種

イワシ類

ワカサギ類等

アジ類

調査実施商品数
標準和名 一般名称（地方名）

使用状況

注１：調査は、平成１７年８月～平成１８年３月まで、３４店舗を対象に実施
注２：一部の魚介類では、加工品も含む

（３） 小売店での表示実態
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最近の専門家による標準和名の整理の結果
や一般に定着している和名を踏まえ、新たな
種類の名称例を追加する。

具体的な名称例が示された輸入魚の種類が
少なく、新たな種類への対応が不十分。

輸入魚介類
の名称

魚介類の種類毎の表示が適当な場合、更に、
標準和名の表示が適当な場合の考え方をより
具体的に示し、併せて、標準和名以外の名称
や総称名の具体例を追加する。

中間とりまとめにおいても、標準和名以外の名
称の使用も可能としていたが、「原則として標
準和名」の表現が、想定以上に標準和名以外
の和名や総称名の使用を制限しているかのよ
うな誤解を招く事例が見られる。

標準和名の
使用範囲

種による形態や品質の違いが生産者や流通
業者の間で認識され、これが取引価格に反映
されている場合には、原則として、種毎の名称
を記載することとする。

一般消費者が食品として水産物を購入する状
況において、分類学上の種が違っていても、種
による品質や価格に違いがなく、同一の商品と
して販売されている事例が見られる。
（原産国・産地や取扱いの違いの方が品質や
価格に大きく影響）

種毎の名称
の表示

品質表示基準化の検討に関する記述を削除
する。

中間とりまとめでは、今後、品質表示基準化の
検討を行うことが望まれるとしていたが、今ま
での運用状況等において、魚種名の表示につ
いて統一的に是正措置を講じなければならな
い状況は見られず、品質表示基準化について
の必要性が認められない。

品質表示基
準化の検討

見直しの方向性課 題項 目

○ ガイドラインの中間とりまとめから４年を経過し、この間の運用で明らかとなった課題に対応した見直し
を行い、最終的なとりまとめを行うことが必要ではないか。

（４） ガイドライン運用上の課題と見直しの方向性
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